
学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）について 

 

 

１ 学割証とは 

  

 鉄道の区間内において片道 100キロを超えて旅行する場合に、乗車券の運賃が２割引となる 

制度です。学割証をＪＲの窓口に提出すると適用されます。 

   

 

２ 発行目的（旅行目的） 

 

・休暇・所用による帰省        

・実験・実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動 

・学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動 

・就職または進学のための受験等 

・学校が、修学上適当と認めた見学または行事への参加 

・傷病の治療、その他修学上支障となる問題の処理 

・保護者の旅行への随行 

 

 

３ 発行までの流れ 

 

(1) 申込書の提出 

・申込書は、職員室前の提出物 BOX の上にあります。もしくは、『学校生徒旅客運賃割引証申

込書』を A４で印刷し、半分ずつご使用ください。 

     ・提出期限は、発行希望日の約一週間前までとします。 

   ・記入欄は、すべて記入してください。訂正がある場合は、訂正印で訂正をしてください。 

・生徒が提出する場合・・・担任へ提出してください。 

・保護者が直接申請に来られる場合・・・認印をご持参のうえ職員室へお越しください。 

  

(2) 学割証の交付 

   ・担任または事務より生徒に渡します。 

 

 

 


